












 

 

 

LIVE映像通信システム(映像 119)についての情報提供 

～防災訓練での活用について～ 

 
１ 趣旨 

横浜市消防局では令和５年２月から「LIVE 映像通信システム(映像 119)」という新し
い取り組みを始めています。 
LIVE 映像通信システム(映像 119)とはスマートフォンを介して通報者の方と消防司令

センターの間で、映像の送受信ができる仕組みです。 
実際に、このシステムを活用し、傷病者の状況を司令センターで確認しながら適切な

口頭指導を実施し、傷病者が社会復帰された事案もあります。 
今後、地域で防災訓練を行う際は、新たな訓練メニューとして是非このシステムをご

活用ください。 
 
２ お願いしたいこと 

単位会長あてチラシを送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
防災訓練で活用される場合は消防署にご相談ください。 

 
３ 防災指導の申込方法 

金沢消防署総務・予防課予防係または消防出張所にお問合せください。 
 

４ 訓練の内容 
消防職員立ち合いの元、「LIVE映像通信システム(映像 119)」で通報者と消防司令セン

ターをつなぎます。(訓練時間は３分程度となります) 
  訓練では実際の通報と同じ手順を体験していただきます。 
 
【実際の 119通報の流れ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区連会１月定例会説明会資料 
令 和 ７ 年 １ 月 ２ ０ 日 
金 沢 消 防 署 総 務 ・ 予 防 課 

※このシステムは使用に際して

事前登録、アプリ等を必要とし

ませんが、動画の送信には通信

料がかかります。 

なお、119 番通報を受けた

指令管制員が必要と判断した

場合に案内を行います。 

システムについてご不明な点

は消防局司令課までお問合せ

ください。 

金沢消防署総務・予防課予防係 
担 当 ： 岩 﨑  蛭 田  菊 田 
電話 / F A X  0 4 5 - 7 8 1 - 0 1 1 9 





令和７年１月 20日 
 
自治会町内会長 各位 
 

金沢区地域振興課地域力推進担当課長 
渡邊 孝之 

 
 

令和６年度及び７年度 金沢区主要行事日程一覧について 

 
 
 日頃より区政推進へのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 この度、10月区連会で配付しました「令和６年度 金沢区主要行事日程一覧」

を更新いたしました。 
 また、令和７年度分の予定につきましても、新たに一覧を作成しましたので、 
併せてご覧ください。 
  
 
【配布内容】 
 ・令和６年度 金沢区主要行事日程一覧 
 ・令和７年度 金沢区主要行事日程一覧 
 （前回から更新されている箇所に網掛けをしています） 
 
 ※一覧表に掲載している内容は、令和７年１月 20日現在の予定であり、 

各団体の実行委員会・総会等で正式に決定するものについては、今後変更す

ることがあります。ご了承ください。 
 
 
 
 

担当：地域振興課地域力推進担当 青木、内田 
TEL：788-7809 FAX：788-1937 

両面印刷したものを１部 



令和７年度１月20日現在

月 日 行事名 主催／共催等

３日
(金・祝） 第27回称名寺薪能

称名寺薪能実行委員会
地域振興課

18日
（土） 第19回自転車マナーアップ小学生大会

金沢交通安全協会
地域振興課

24日
（金） 地域防災拠点運営委員会連絡協議会 総務課

7月
13日
（土） 海の公園　海開き 公益財団法人横浜市緑の協会

８月
24日
（土） 第50回金沢まつり　花火大会

金沢まつり実行委員会
地域振興課

19日
（土） 第50回金沢まつり　いきいきフェスタ

金沢まつり実行委員会
地域振興課

27日
（日） 第50回衆議院議員総選挙

総務課
（金沢区選挙管理委員会）

10日
（火）

 
金沢区公園愛護会のつどい

金沢区公園ボランティアの会
金沢土木事務所

15日
（日） 金沢区福祉保健のつどい

福祉保健課
金沢区社会福祉協議会

1日（水・祝）～
8日（水） 横浜金澤七福神御開帳

横浜金澤七福神連絡会
一般社団法人横浜金沢観光協会

５日
（日） 第21回横浜金澤七福神スタンプラリー

一般社団法人横浜金沢観光協会
地域振興課

７日
（火） 金沢区消防出初式 金沢消防署

７日
（火） 金沢区賀詞交歓会

金沢区賀詞交歓会実行委員会
総務課

18日
（土） 第30回どんど焼き

一般社団法人横浜金沢観光協会
地域振興課

15日
（土）

金沢区防災講演会・食生活等改善推進員会結
成60周年記念講演会

総務課
福祉保健課

22日
（土）

金沢区第52回ロードレース大会・第31回小学生
駅伝大会

金沢区ロードレース及び小学生駅伝大会実行委員会
地域振興課

26日
（水） 令和６年度　自治会町内会長感謝会 地域振興課

３月
18日
（火） 地域づくり金沢フォーラム2025

地域振興課
関東学院大学
横浜市立大学

２月

※日程は、現時点での予定であり、各団体の実行委員会・総会等で正式に決定いたします。

令和６年度　金沢区主要行事日程一覧

５月

10月

12月

1月



令和７年度1月20日現在

月 日 行事名 主催／共催等

４月
29日

(火・祝） 第28回称名寺薪能
称名寺薪能実行委員会

地域振興課

未定 第20回自転車マナーアップ小学生大会
金沢交通安全協会

地域振興課

30日
（金） 地域防災拠点運営委員会連絡協議会 総務課

６～７
月

未定 第27回参議院議員通常選挙 総務課

7月 未定 海の公園　海開き 公益財団法人横浜市緑の協会

未定 横浜市長選挙 総務課

未定 第51回金沢まつり　花火大会
金沢まつり実行委員会

地域振興課

１日
（水） 令和７年国勢調査 総務課

未定 第51回金沢まつり　いきいきフェスタ
金沢まつり実行委員会

地域振興課

12月 未定
 

金沢区公園愛護のつどい
金沢区公園ボランティアの会

金沢土木事務所

1日（木・祝）～
８日（木） 横浜金澤七福神御開帳

横浜金澤七福神連絡会
一般社団法人横浜金沢観光協会

未定 第22回横浜金澤七福神スタンプラリー
一般社団法人横浜金沢観光協会

地域振興課

未定 金沢区消防出初式 金沢消防署

未定 金沢区賀詞交歓会
金沢区賀詞交歓会実行委員会

総務課

未定 第31回どんど焼き
一般社団法人横浜金沢観光協会

地域振興課

未定
金沢区第53回ロードレース大会・第32回小学生

駅伝大会
金沢区ロードレース及び小学生駅伝大会実行委員会

地域振興課

未定 令和７年度　自治会町内会長感謝会 地域振興課

未定 金沢区福祉保健のつどい
福祉保健課

金沢区社会福祉協議会

未定 地域づくり金沢フォーラム2026
地域振興課

関東学院大学
横浜市立大学

※日程は、現時点での予定であり、各団体の実行委員会・総会等で正式に決定いたします。

令和７年度　金沢区主要行事日程一覧

1月

２月

５月

８月

３月

10月



 

 

 令和６年９月～

12月に８地区で地区推進連

絡会が開催されました。令和7年11月の第５期金沢ささえ

あいプラン地区別計画確定に向け、今後５年間の地域活動

について話し合われました。たくさんの意見が出るよう

に、グループワーク形式で行う地区も多く、六浦地区では

担い手不足解消に向けて、関東学院大学と横浜市立大学の

学生に参加してもらい、地域の学生との関わりについて話

し合いが行われました。 

地域活動に関わる皆さんや団体が

集まって、広く地域の課題を話し

合ってるよ。年に１～２回開催して

るんだよ！ 

 

  

   

このスタンプがついている地域の

活動は、第4期金沢ささえあいプ

ラン地区別計画の中に記載されて

いる事業です。詳細は、こちら➡ 

 

 
金沢区地域力通信 

「地域と奏でるハーモニー」 

バックナンバーは、こちら➡ 

開催地区 場 所 開催日 参加人数 

能見台 能見台地域ケアプラザ 12/21(土) 31人 

金沢東部 谷津坂会館 9/28(土) 34人 

金沢中部 いきいきセンター金沢 10/28(月) 44人 

金沢南部 西柴地域ケアプラザ 11/21(木) 54人 

金沢 金沢区役所1階会議室 11/23(土・祝) 46人 

六浦東 関東学院大学 10/12(土) 35人 

六浦 瀬戸町内会館 11/19(火) 42人 

六浦西 六浦地区センター 10/11(金) 75人 

令和６年度 地区推進連絡会 

制作・著作/金沢区役所 総務部 地域振興課 地域力推進担当    〒236-0021 横浜市金沢区泥亀二丁目9番1号 

TEL：045－788－7809  FAX：045－788－1937       発行/令和７年１月（令和６年度第４号№55） 

「コミュニティサロンの運営を学ぶ見学会」 

日時：２月25日（火）12時金沢文庫駅集合 

内容：さくら茶屋、みんなの居場所 結 訪問・見学 

費用：さくら茶屋で昼食をとる場合、実費1,000円程度 

対象：地域での居場所づくりに興味のある方（定員10人） 

申込：２月18日（火）必着 ※ お問合せは、下記「地域力推進担当」へ 

お申込みは、 

←こちら 

※応募多数の場合、区内在住、在勤、在学者優先 

金沢区幸せお届け大使  

ぼたんちゃん 

令和６年度第４号 金沢区地域力通信 

  

 

富岡第二地区社会福祉協議会事務局長 岡田 明夫さん 

富岡第二地区 

 第８回とみにウォークラリーを11月３日（日・祝）に開催しました。直前まで

お天気が心配でしたが、当日はポカポカの秋の陽気で一安心、このイベントは毎

年晴れます。今年は150人を超える地域の方々が、大人で２時間ほどかかる富岡

五山（慶珊寺、長昌寺、持明院、宝珠院、悟心寺）と富岡八幡宮をめぐるウォークラ

リーに参加してくれました。参加者は交差点や分岐点を示したコマ図を持って、

チェックポイントを回ります。分かりにくいポイントには、自治会町内会の皆さん、スポーツ推

進委員、保健活動推進員、民生委員・児童委員らが立ち、誘導してくれました。進行管理の青少

年指導員も含め、総勢61人のスタッフが関わってくれています。「毎年違うコースを考えても

らえるので、知らない道やお寺を巡ることができて

新鮮」「これからもずっと続けてほしい」といった

声を聞き、大変うれしく思いました。地域をより

知ってもらうきっかけになってほしいです。 
 

＼富岡五山と神社巡り／

コマ図 

家族で協力してゴールを目指します 

ぼたんちゃんの 
お見送りでスタート！ 

ゴールした人は参加賞に加えて 
豪華なくじ引きも 

                            

 

六浦東地区社会福祉協議会事務局長 内山 昭博さん 

 11月２日（土）、瀬ヶ崎小学校で「六浦東 芸能祭」を開催しました。今

年で17回目となるこのイベントは、子どもから大人まで、地域の芸達者のみな

さんが日頃の活動の成果を披露する場となっています。今年は10組を超える出

演者が集まり、吹奏楽からダンス、大道芸、落語まで、幅広いステージ発表

で、観客を魅了し続けました。  

六浦東地区 

オープニングを務めたのは金沢高校の吹奏楽部！ 

フラダンスに… 

大道芸に… 

  訪れた人からは「プログラムが充実して

いて見ごたえがある」「いろいろな発表が

見られるので、毎年親子三代で楽しん

でいます」という声が聞かれました。 

 芸能祭を地域の方々の多世代交流

の場として、伝統行事にしていけたら

いいと思っています。 

チアダンスまで！ 



 

金沢南部地区社会福祉協議会常任理事 

金沢南部地区スポーツ推進委員地区長 上村 健一郎さん 

2024 グラウンドゴルフ大会

金沢南部地区 

11月4日（月・休日）、金沢中部地区では毎年この時期に、地区

内にお住いの方の世代交流を図るために、みかん狩りを実施してい

ます。毎年大盛況で、今年も子ども約50人を含めて150人近くの方が参加しました。 

10時にハイテラス金沢文庫に集合し、みかん畑のある「柴ファーム」に向けて、順次出発。

上り坂が多い行程でしたが、楽しく会話をしながら40分程度歩き、畑に隣接した広場に到着。

お菓子争奪じゃんけんゲームで楽しんだ後、みかん狩りの会場へ移動しました。 

みかん畑では、おいしく色づいたみかんを食べ、お土産のみかんも取りました。同じ町内会

に住んでいても、話したことがない方々が「みかんは小さいほうが、おいしいのよ」「この木

のみかんは、味が濃く甘い」「この木のみかんは甘い」など、自然に会話が弾んでいました。

ほどんどの参加者が10個以上のみかんを食べ、袋いっぱいにみかんを詰めてい

ました。 

みかん狩りの後は、隣接した広場に集合後、ビンゴ

ゲームで盛り上がり、楽しいイベントが終了しました。

多くの方に参加いただき、イベントを通して交流を深め

ることができました。今後も楽しいイベントを企画しま

すので、ぜひ参加してください。 

 金沢中部地区 

  秋のお楽しみ 
金沢中部地区社会福祉協議会世代交流部会長 森谷 時男さん 

～ 楽しく交流 ～ 

 12月１日（日）、まつかぜ公園グランドで「グラウンドゴルフ大会」を開催。昨年度は雨

天により途中で中止となり、開催は久しぶりです。老人会と子ども会を中心に広報し、子ど

も22人と当日の役員等を含めて89人の参加となりました。開会式と全員でラジオ体操後、

子どもが１～２人入った４～５人で1チームとなり、全員で一斉にプレイを開始しました。 

 大人の参加者は、「子どもは初めての子が多いので、怪我をしないように丁寧に教えてあ

げながら、自分もプレイするのは大変」と笑顔。子どもたちは、初めは思うようにクラブが

振れず、ボールも思うような方向に打つことができませんでしたが、大人たちの応援や指導

のもと、上達していきました。それぞれのチームで和やかに会話が弾んでいき、最後には、

「悔しいこともあったけど、楽しかった」との感想。表彰式では、大人部門、子ども部門の

それぞれ３位までに、秋の味覚の賞品が授与されました。子ども部門

の優勝者は「３回目の出場。コロナ禍で出場できない時もあったけれ

ど、子どもの部として最後の参加で、優勝できてとてもうれしい。来

年は大人の部で力を発揮したい」と言っていました。 

 世代を超えた楽しい会話が、この後も地域でも広がり、地域の活性

化につながることを期待しています。 

 まず、全員でラジオ体操 

みんなの応援を受けてプレイ 

自治会町内会ごとに出発 

 

 11月13日（水）、臨海部産業団地エリアで一斉清掃に取り組みま

した。このイベントは金沢土木事務所と連携し、平成29年度から実施

しています。協議会会員の企業の皆さんにご参加いただき、今年は総

勢210人で開催しました。 

 臨海部産業団地の道路上では、ごみの不法投棄が問題となっていま

す。当日は幸浦一丁目交差点から電機団地前交差点にかけて、中央分

離帯を中心に歩いて回収しました。「３回目の参加です。ごみが毎回

多いですね」と話してくれた生産現場の方や、「植込みの中にごみが

入り込んでいるんですよ」と教えてくれた人事

総務系の仕事をなさっている方など、業種も職

種も異なる皆さんが参加しました。 

 回収したごみは、ペットボトルや缶ごみ、大

きなものでは照明電気の傘や七輪まであり、計

400㎏にもなりました。臨海部産業団地における環境美化の周知啓発の

促進、清掃活動を地域に根差した取組として育んでいくことができるよ

う対策を進めていく必要性を感じた1日となりました。 

釜利谷地区 

金沢消防団第六分団第１班班長 糸賀 浩之さん 

  

お な か い あ か さ か  

私が所属している金沢消防団第六分団は、４班編成合計72

人で活動しています。区内の災害に出動するほか、普段は月１

回の定例訓練や自治会町内会の防災訓練支援等、地域に密着し

た活動を行っています。 

昨年は、訓練を積み重ねた結果、神奈川県消防操法大会（小型ポンプ操法の部）に横浜市代

表として出場する機会を得ることができ、県内19消防団と競い合い、準優勝を獲得。分団員全

員で喜び合うとともに、この結果を地域防災に役立てようと誓い合いました。御仲井赤坂町内

会館での心肺蘇生法講習会では、私を含めた消防団員が指導者としてＡＥＤの使用方法等の説

明を行い、参加した町内会の方から、「自信がついた」「次は119番

通報訓練もしてみたい」との頼もしい声もいただきました。 

 消防団員は、訓練や活動等を通じて地域の方と接することが多くあ

りますが、その際に「心強い存在」と声を掛けられることがあり、と

ても励みになっています。消防団は、消防署と連携し、地域防災力の

向上を目的に活動しています。私たちと一緒に活動する仲間が増えて

くれるとうれしいです。 

日頃の訓練の成果が実りました。    

ご支援ありがとうございました！ 

神奈川県消防操法大会 準優勝 
 

10月12日(土)の心肺蘇生法講

習会には町内会員10人が参加 

令和６年度 

一般社団法人 横浜金沢産業連絡協議会会長 横山 雅行さん 

LINKAI横浜金沢地区 

 袋いっぱいになりそうです。 

車に積み込んでいきます。 

車に気を付けて。いざ出発！ 



令和７年１月 20日 
 
連合町内会会長 各位 
 

                        金沢区長 齋藤真美奈 

 

令和７年度 地区推進連絡会について 
 

 日頃より金沢区政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。令和

7年度の地区推進連絡会の開催について、次のとおりご依頼させていただきます。 

 

１.地区推進連絡会の開催の経過 

 当初、地区推進連絡会は、第２期金沢ささえあいプラン（平成 23年度から 27

年度）の地区別計画の推進母体として、各地区社会福祉協議会中心に組織され、

年に２回、地区別計画の振り返りを行っているものでした。その後、地区別計画

が地域の皆様の困りごとや心配ごとなどの生活課題の解決をめざしていること

から、課題の解決には福祉保健に関する取組だけでなく、防犯や防災等を含めた

幅広い議論が必要となりました。その結果、平成 24年度から地区別計画にとど

まらず、広く地域の課題を話し合う場として年に２回程度、地域の様々な方々や

地域支援チームが参加し、共に意見交換する会議となってきました。その後、地

域により、さまざまなテーマや手法を用いて、開催されてきております。 

 

２．令和７年度の地区推進連絡会の方向性 

 地区推進連絡会は、地区連合町内会、地区社会福祉協議会その他の地域の団体

の皆様が地域の課題を考える場として、地域支援チームも参加させていただき、

地区の実情に合わせて年度を通して、年に 1～２回の開催をお願いします。 

 会議で出た意見は、地域で共有していただくとともに、地域支援チームから区

役所や関係部署でも共有し、地域の支援事業に活かしてまいりたいと考えてお

ります。 

なお、開催される地区推進連絡会の１回は区長も出席させていただけるよう

にお願いします。 

 「テーマ」と「実施方法」については地区の実情にあわせて、ご検討ください。

これら検討にあたっては、地域支援チームのリーダーにご相談ください。 

 



 

 

３．開催結果の共有方法 

地区推進連絡会の結果は、地区連合町内会定例会や地区社会福祉協議会等の

場で共有していただくとともに、広報等を作成されている地区では掲載するな

どして、お住いの方に広く内容の共有をお願いします。 

 

また、各地区の地区推進連絡会の議事要旨は、地区社会福祉協議会事務局長会

議にて事務局から報告しますので、他地区の状況も参考にしてください。なお、

議事要旨は横浜市のホームページでも公開いたします。 

 

４．開催予定の報告のお願い 

 開催予定が決まりましたら、必要に応じて会場や行政職員等の調整のため、地

域支援チームの地区支援チームのリーダーへ（別紙）の開催計画を関係する総会

の終了後の提出をお願いします。 

 

 

 

【担当】 

金沢区地域振興課地域力推進担当  

青木、佐藤、佐久間 

《テーマ》 

① 第５期金沢ささえあいプラン地区別計画の策定 

② 地域で課題となっている事案の共有・検討（地域人材の発掘、防災・防犯、活動

を通したまちの活性化、イベント実施の検討など） 

③ 既存の事業の反省会や見直しの検討など 

《実施方法》 

・ テーマに沿った関係者を集めての会議の開催 

・ 多くの団体が参加する既存の会議（地区連合定例会、地区社会福祉協議会など）を兼

用 

・ 講演会（社明大会や防災講演会など）を行い、聴講後の意見交換 

・ イベントを企画・検討する実行委員会等の実践的な場で開催 



                        （別 紙） 

      地区推進連絡会の開催計画 

        地区名：           

第１回 

日時  

会場  

主催団体  

テーマ  

調整いただく方  

区長出席   有 ・ 無 

第２回 

日時  

会場  

主催団体  

テーマ  

調整いただく方  

区長出席   有 ・ 無 

 



 

令和７年１月 20日 

金沢区地区連合町内会会長 各位 

金沢区地区社会福祉協議会会長 各位 

 

金沢区長 齋藤 真美奈 

 

「地域づくり金沢フォーラム 2025」の開催と 

ご出席のお願いについて（依頼） 

 

 

 日頃より区政の推進にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。  

 金沢区では、関東学院大学及び横浜市立大学と協定を締結し、大学の専門的な知識や学生の行動

力、斬新で柔軟な発想を生かしたまちづくり「キャンパスタウン金沢」を進めています。 

 その一環として、この度「地域づくり金沢フォーラム 2025」を開催いたします。両大学の学生・

関係者と地域の方が参加し、団体や地域の枠を超えたつながりを築き、活動のヒントを得る機会と

なると考えております。 

つきましては、お忙しい折大変恐縮ではございますが、各地区連合１～２名のご出席をお願いい

たします。 

 

１ 開催趣旨 

「令和６年度キャンパスタウン金沢サポート事業補助金」を活用した団体の活動内容の報告を 

通して、「地域に活動内容を知ってもらうこと」、「活動団体同士がお互いの活動内容を知ること」 

及び「地域と学生が積極的な意見交換を行うこと」により、地域と大学の交流・連携を図り、地 

域活動の活性化・地域課題の解決を促します。 

 

２ 開催概要 

  別添の「概要」及び「チラシ」をご参照ください。 

 

３ お申し込み 

  各地区連合でご調整（１地区あたり１～２名程度）の上、「参加申込書」（別添のチラシ裏面下

部）をメール、ＦＡＸまたは郵送でご提出ください。お電話やお持ち込みでも結構です。 

ご多忙のところ恐縮ですが、令和７年３月４日（火）までに下記担当までご提出ください。 

 

 

 
 
 

【お問い合わせ】 

金沢区地域振興課地域力推進担当 

担当：青木、佐久間 

電話：０４５－７８８－７８０９ 

FAX ：０４５－７８８－１９３７ 



                   

 

 

 

 

 

地域づくり金沢フォーラム 2025【概要】 

 

 

１ 日時 

 令和７年３月 18日（火）13時 30分から 16時 30分まで  

 

２ 場所 

 関東学院大学 金沢八景キャンパス ３号館２階 201教室 

 

３ 概要 

「令和６年度キャンパスタウン金沢サポート事業補助金」を活用した団体の活動

内容の報告を通して、「地域に活動内容を知ってもらうこと」、「活動団体同士がお互

いの活動内容を知ること」及び「地域と学生が積極的な意見交換を行うこと」によ

り、地域と大学の交流・連携を図り、地域活動の活性化・地域課題の解決を促しま

す。 

 

４ 構成（２部構成） 

【第１部】 「令和６年度キャンパスタウン金沢サポート事業補助金」交付７団

体による活動報告を実施します。＜95分＞ 

～15分休憩～ 

【第２部】 地域及び学生（大学）等によるパネルディスカッションを実施しま

す。＜60分＞ 

 

５ 予定参加者数 

 120名 

令和７年１月 20日 

区 連 会 資 料 

＜参考：キャンパスタウン金沢サポート事業補助金とは＞ 

 関東学院及び横浜市立大学に所属する教員及び学生によ

る活動に対して、キャンパスタウン金沢が目指す「地域の

活性化」や「地域課題の解決」に結びつけることを目的と

し、交付する補助金です。 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 令和７年３月 18 日（火）13：30～16：30 

場 所 関東学院大学 金沢八景キャンパス ３号館２階 201 教室 

（横浜市金沢区六浦東１-50-１） 

対 象 金沢区内で活動する団体に所属する方 

定 員 120 名 事前申込み制 〆切 ３/４（火） 

申込方法 電子申請システムまたは E メール等でお申し込みください。      

詳細は、裏面をご覧ください。  

 

主催：金沢区役所 共催：関東学院大学 横浜市立大学 

お問合せ先: 金沢区地域振興課 地域力推進担当 

TEL：788-7809  FAX 788-1937 e-mail：kz-tiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 

地域や金沢区で活動中の区内大学の学生が、お互いの活動内容を知り、交流

することで、団体や地域の枠を超えたつながりを築きましょう。 

■ 関東学院大学 建築・環境学部/中津研究室 
「金沢区六浦東地区における小学生と地域住民を中

心とした環境教育と緑化活動によるまちづくり活動」 

■ 関東学院大学 理工学部防災水工学研究室                 
「金沢区の防災・減災に関わる自助・共助推進
プロジェクト」 ■ 横浜市立大学 Hair for Children 

「ヘアドネーション活動」 

 

■ 横浜市立大学 医学部 YDC              
「金沢区内の小中学生向け医療訪問授業」 

■ 横浜市立大学 角田隆一ゼミナール写真部         
「金沢八景時層写真プロジェクト」 

■ 関東学院大学 LINKAI 横浜金沢ラボ 教職研究室 

「金沢区における子どもを対象とした科学教育活動」 

第２部 パネルディスカッション  

             

 

 

第１部  活動報告  

 

 

■ テーマ 「学生の学びを地域のために」 

 

                                                 

 

地域代表の方々、活動報告をした学生及び区内大学の教員にご登壇いただき、

地域活動の活性化のために、「地域が学生にも求めるもの」、「学生が地域に求

めるもの」等について意見を交わしていただきます。 

                                                 

 

「令和６年度キャンパスタウン金沢サポート事業補助金」交付団体に成果や取組を

発表していただきます。 

 

 

参加費 

無料 
 

■ 横浜市立大学 三輪研究室 
「みんなでまち保育プロジェクト」 

 

mailto:kz-tiikiryoku@city.yokohama.lg.jp


地域づくり金沢フォーラム 2025 参加申込書 

◆申込方法  下記申込書に必要事項をご記入の上（メールの場合は必要事項を本文に記載の上）  

令和７年３月４日（火）までに地域力推進担当までお申し込みください。

【メール・FAX・お電話・郵送・持込可】 

※電子申請システムの場合はこちらから→

団体名 

氏 名 

連絡先 
電話番号： 

E メール： 

【会場ご案内】 

※駐車場及び駐輪場のご用意はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

主催：金沢区役所 共催：関東学院大学 横浜市立大学 

お問合せ先: 金沢区地域振興課 地域力推進担当 

TEL：788-7809 FAX 788-1937 e-mail：kz-tiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 

関東学院大学 金沢八景キャンパス 

正門 

３号館２階

202 教室 

mailto:kz-tiikiryoku@city.yokohama.lg.jp


金沢スポーツセンター休館期間の延長について

　　　　　　　配布資料なし











横浜市下水道浸水対策プラン（素案）に関わる市
民意見募集の実施について

別紙1ファイル参照
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空家等に対する地域・区役所等での対応について 

 高齢化等にともない、金沢区においては空家が増加傾向にあり、自治会町内会や区等への問合

せや相談が増えてきています。令和６年 11月 15日に区社協事務局長会議の場において、空家等

に関して地域や区役所等で出来る事のご説明をした際、区連会でも内容を共有してほしい、との

意見が出されました。あらためて空家等に関する地域・区役所等の対応についてご説明します。 

１ 地域で出来ること 

空家等については、所有者の管理が不十分であっても、それらは土地・建物所有者の財産でも

あるため、第三者が容易に手を加えることはできません。 

そのため、空家になりそうな家がある場合には、あらかじめ以下のような方法を取ることが有

効です。 

・町内会等を通じて、所有者の情報を共有しておくこと。

・連絡が取れるうちに所有者へ樹木剪定については合意を得ておくこと。

ただし、樹木の所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士

等の専門家にご相談いただく事をお勧めします。 

２ 空家になりそうな方の相談窓口等 

・区政推進課で わが家の終活ノート を配布しています。 

・相談内容に応じて、それぞれの窓口があります。

➢相談先に困った場合は 空家の総合案内窓口・住まいるイン(横浜市住宅供給公社) 

➢建物の解体・土地の売却を検討する場合は 横浜市版すまいの終活ナビ 

➢相続・登記等に関する相談は 区役所の専門の相談員による特別相談 （要予約） 

・樹木の剪定などが大変なときは シルバー人材センター に委託する方法があります（有料） 

区連会１月定例会説明資料 
令 和 ７ 年 １ 月 ２ ０ 日 
区 政 推 進 課 
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３ 区役所等で対応できること 

・「所有者」を調査・特定し、適切に管理していただくよう通知文による指導等を行っています。 

※ただし、所有者の特定までには一定のお時間が必要となるため、地域で所有者の情報を共有

できるのであれば、より対応が早いです。 

・特にお困りの内容がある場合、担当部署でご相談を承っています。 
 

 

 

 

 

 

 

金沢土木事務所 金沢区寺前 1-9-26 TEL：045-781-2511  

金沢消防署（金沢区役所内） 電話：045-781-0119（代表） 

 

 

４ 空家等を放置していると 

所有者は以下のような損害を被る可能性があります。 

① 苦情や損害賠償請求：樹木繁茂やゴミ、スズメバチ等の害虫、建物や塀の崩壊による近隣へ

の影響等について苦情を受けます。また、場合によっては損害賠償を請求されます。 

② 相続登記をしない場合の過料※（10 万円以下）：令和 6 年 4月 1 日から相続登記が義務化され

ました。申請を怠ったときは過料の対象となります。        ※不動産登記法第 76 条の 2 第 1 項 

③ 固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外※（固定資産税最大 6 倍）：行政から「特定空

家」や「管理不全空家等」に指定され、助言・指導に従わず放置し、「勧告」を受けた場

合、指定された翌年から固定資産税減額措置の対象外となります。 

※空家等対策の推進に関する特別措置法第 14 条 2 項、地方税法第 349 条 3項の 2 
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【参考】空家に関する Q&A 

Q1) そもそも、空家等とは？ 

→１年間、使用実績がなく、管理もされていない状態のことを言います。

「空家特措法※」による空家等の定義で

建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であ

るもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。  
※空家等対策の推進に関する特別措置法（法２条１項）

と定義されています。ここで「使用がなされていないことが常態」という表現について、総務省

と国土交通省が定めた指針※では、以下のような基準が示されています。 

建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等

の使用実績がないことは１つの基準となると考えられる。  
※空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

Q2) 空家等が増えていて地域の方も困っているので、区役所等で何かしら対応できないのか。 

→「所有者」を調査・特定し、適切に管理していただくよう通知文による指導等を行っています。

なお、空家等の管理は「所有者」の義務です。空家等は土地所有者の財産であるため、その財産を

侵害することは区役所等でも出来ません。

「空家等条例※」で樹木等も含む空家の管理は条例において、 

空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなけ

ればならない。  
※横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例（第３条）

とされており、原則として所有者が責務を果たす必要があります。 

Q3） 自分の家に隣から越境してきた枝を切り取ることが出来ると聞いたが、切っても大丈夫か。 

→越境した枝の切取りルールは令和５年 4 月 1 日の民法改正によって取り扱いが変わりました。次

のいずれかに該当する場合は、枝を自ら切り取ることが出来るようになりました。

①⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除し

ないとき

②⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

③急迫の事情があるとき

なお、所有者とのトラブル防止のため、適切な手順については弁護士、司法書士等にご相談頂く

ことをお勧めします。 

詳しくは以下のホームページをご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/kiritori.html 
（横浜市建築局建築指導部建築指導課） 

【QRコード入り】

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/kiritori.html
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Q４） 「特定空家等」とは？ 

→以下のいずれかの状態にあると認められる空家等のことです。（空家法第２条第２項）

➊ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

➋ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

➌ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

➍ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

Q5） 「管理不全空家等とは？ 

→空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当すること

となるおそれのある状態にあると認められる空家等のことです。（空家法第 13 条第１項）

Q６） 「特定空家等」や「管理不全空家等」の認定基準はどのようになっているのか。 

→以下は、あくまでも空家等の状態の一例であり、現場確認のうえ、周辺状況も含めて検討すること

になります。

●特定空家等（空家法第２条第２項）

・空家である建築物全体が概ね１/20 超の傾斜が生じている

・２階以上の部分の屋根及び外壁の一面の概ね１/４以上の剥離、破損等が生じているもの

・高さ 1.2ｍを超える門、塀等で、概ね１/20 超の傾斜又は著しいひび割れ等が生じているもの

等

●管理不全空家等（空家法第 13 条第１項）

・基礎や土台のひび割れや破損等が複数箇所生じている

・２階以上の部分の屋根若しくは外壁に剥離、破損等が生じているもの

なお、詳しくは以下のホームページをご覧ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/akiyatoutaisaku.html

特定空家等及び管理不全空家等の認定基準（令和６年 10 月改正）

（横浜市建築局建築指導部建築指導課） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/akiyatoutaisaku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/akiyatoutaisaku.files/0041_20241114.pdf
01221342
線

01221342
線

01221342
スタンプ

01221342
スタンプ



 

区役所へのデジタル機器の設置について【情報提供】 

 

1 趣旨・概要 

横浜市中期計画や横浜 DX戦略に掲げた「書かない、待たない、行かない区役

所」を実現するため、また、マイナンバーカードを活用したデジタルの利便性を

市民の皆様により実感していただくため、住民票の写し等の証明書の取得の際

に活用できるデジタル機器を区役所に設置します。 

 

２ 依頼事項 

【区 連 長】御承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で情報提供をお願いします。  

  

３ 区役所に設置するデジタル機器 

(1) 証明書発行端末機の設置 

  全区役所に証明書発行端末（コンビニエンスストア等にあるマルチコピー

機）を設置します。この端末では、マイナンバーカードを使用し、住民票の写

しや印鑑登録証明書等の証明書が、窓口よりも 50円安く（戸籍証明は除く）、

かつ、短時間で取得できます。 

市民の皆様に、証明書発行端末機による証明書取得（コンビニ交付サービス）

の利便性を体験いただくことで、皆様の大切な時間をお返しします。なお、コ

ンビニ交付サービスは、全国のコンビニエンスストア等でも御利用いただけま

す。 

〇設置期間：令和６年 11月以降順次～令和８年度末（予定） 

※金沢区では、令和７年２月から運用開始（窓口開庁日・開庁時間のみ利用可能） 

〇コンビニ交付対象証明書： 

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書 

戸籍証明書、戸籍の附票の写し 

 〇手数料 

  250円（ただし、戸籍証明書は 450円） 

  〇区役所に設置している端末の支払方法 

   現金のみ 

 

【コンビニ交付サービス HPの二次元コード】 

市連会１月定例会説明資料 

令 和 ７ 年 １ 月 1 0 日 

市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 課 

＜証明書発行端末＞ 



 

(2) 申請書自動作成システム（自動読取機）の設置 

  マイナンバーカード等から住所・氏名等の情報を読み取り、申請書に自動転

記する「申請書自動作成システム」（自動読取機）を全区戸籍課に設置しまし

た。今年度末から申請のピークを迎えるマイナンバーカードの電子証明書の

更新手続に活用し、申請書の作成時間を大幅に削減※することで、市民の皆様

の御負担を軽減します。 

※Ｒ５年度に一部の区戸籍課で試行設置し、効果検証を行った結果、手書きによる

申請書記入に比べ、作成時間が 50%削減 

 

※機器は各区役所の状況等に応じ、待合フロアに設置（来庁者の方が操作）、または、

窓口内部に設置（職員が操作） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 担当 市民局窓口サービス課 

會田、西尾 

TEL：045-671-2177 

                Email：sh-miryoku@city.yokohama.lg.jp 

STEP１ STEP２ STEP３ 

   

申請書を選択 
マイナンバーカードの読み取り 
（運転免許証、在留カード等も 

利用可） 

氏名､住所等が印字された 

申請書を自動印刷 

＜申請書自動作成システム利用手順＞ 

タブレットパソコン 

マイナンバー 

カード等 

申請書自動作成 

システム 申請書 プリンター 

自動印刷 







 

 

                                                          
                         金 推 協 第 2 7 号 

令和７年１月 20 日 

 

各位 

 

                   横浜市金沢区明るい選挙推進協議会 

                         会 長  鈴木 正德 

 

横浜市金沢区明るい選挙推進協議会推進員の推薦について（依頼） 

 

 時下、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から各種選挙の実施に際しましては、多大なご協力をいただきありがと

うございます。 

 横浜市金沢区明るい選挙推進協議会は、民主政治の基盤である「選挙の公正

化・適正化の実現」及び「区民の積極的な投票参加」を推進することを目的に

活動する団体です。 

 当協議会は、区内の学識経験者及び、関係諸団体から推薦された推進委員と、

自治会・町内会から推薦された推進員によって構成されています。 

 この度、現推進員の任期が令和７年３月 31日をもって満了となりますので、

誠に恐縮ではございますが、貴団体から推進員の御推薦をお願いいたします。 

 なお、貴団体の状況にあわせ、可能な限りでの御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 推進員の推薦が可能である場合は、別添「推進員推薦名簿」にご記入のうえ、

令和７年２月 28 日（金）までに返信用封筒にてご提出をお願いいたします。 

 提出期限延長の御希望や、推薦にあたりご不明点等がございましたら、下記

担当までご連絡ください。 

 

 

１ 推薦人数 推進員１名 

２ 任期   ２年（期間 令和７年４月１日～令和９年３月 31 日） 

 

 

金沢区明るい選挙推進協議会事務局 

                 （金沢区総務課統計選挙係内） 

                  担当： 岡野・重藤 

ＴＥＬ ７８８－７７１３ 

ＦＡＸ ７８６－０９３４ 

  

 

 

 



 

 

【推進員】 

 

横浜市金沢区明るい選挙推進協議会推進員推薦名簿 

 

 

 

団体名                  

 

 

 

     

（ふりがな） 

氏 名 
住    所 

 金沢区 

 

電話番号 

 

必ずご本人様の了承を得ていただいた後、ご推薦いただきますようお願いいたします。      

 

なお、推進員の皆様には、当協議会の機関紙である「明推協にゅうす」を送付させていた

だきます。送付先について御回答くださいますようお願い申し上げます。 

※２月 28 日（金）までに下記提出先までご提出ください。 

（期限の延長も対応いたしますのでご連絡ください。） 

 

 

 

 

提出先：金沢区明るい選挙推進協議会事務局 

                 （金沢区総務課統計選挙係内） 

                      金沢区泥亀二丁目９番１号 

     

                   ＴＥＬ ７８８－７７１３ 

ＦＡＸ ７８６－０９３４ 

                       Ｅ-mail kz-senkyo@city.yokohama.lg.jp 

御希望の送付先に〇をしてください。 

１ メールでの送付を希望（メールアドレス                  ） 

２ 郵送による送付を希望          



明るい選挙推進協議会推進員の主な活動内容 

 
 
１ 明るい選挙推進協議会の目的 

明るい選挙推進協議会は「国民一人一人が豊かな政治意識を備え、主権者と

しての自覚を持って、進んで投票に参加すること」を目的とし活動しています。 
 
 
２ 明るい選挙推進員の任命 

明るい選挙推進員は区内の地域から推薦を受けた方で構成されています。 
 
 
３ 明るい選挙推進員の活動内容 
 
（１）横浜市・区明るい選挙推進大会（年１回）への任意参加 
   横浜市が主催となり、横浜市・区明るい選挙推進協議会の関係者が一堂

に会する式典および記念講演を行います。 

 

（２）選挙啓発事業への任意参加 
 
ア 選挙啓発事業のご案内 
推進員になっていただいた方に事務局から「明推協にゅうす」（年３回発

行）を郵送いたします。その「明推協にゅうす」の誌面において、皆様に啓

発活動のお手伝いをご案内させていただきます。 
 

イ 選挙啓発事業例（一部） 
 
 
 

 
 
 
 

＜選挙時啓発＞ 
選挙時には、金沢文庫駅周辺で帰宅

途中の方をターゲットに投票の呼

びかけを行っていただき、選挙名と

投票日が印刷されているポケット

ティッシュを配布します。 



 
 
 
※ご依頼させていただいた選挙啓発事業等に必ず参加しなければならないもの

ではありません！お時間やご予定の空いている時にご参加いただけますと幸い

です。また、趣旨に賛同していただける方でしたら、性別・年齢は問いません！ 

＜区民まつりブース出展＞ 
海の公園で実施されている区民ま

つりにブース出展をし、選挙の啓

発を実施します。多くの区民の

方々が来場しますので、推進員の

皆様には啓発物品配布等の運営補

助をお願いしております。 



 

地区連合町内会会長   各位 

地区社会福祉協議会会長 各位 

 

                           金沢区福祉保健課長  

金沢区社会福祉協議会事務局長 

                                 

 

第４期金沢ささえあいプラン地区別計画の令和６年度振り返りについて 

 

 

日頃から、金沢区政の推進にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 各地区の皆様におかれましては、第４期金沢ささえあいプラン（金沢区地域福祉保健計画）の推

進及び令和８～12 年度を計画期間とする第５期金沢ささえあいプランの策定に向けてご尽力をいた

だき、誠にありがとうございます。 

 

 さて、例年、各地区において単年度ごとに地区別計画の振り返り及び振り返りシートの提出をお

願いしているところですが、今年度は計画を振り返りながら５期計画を策定いただいていることか

ら、令和６年度振り返りシートの提出のご依頼はいたしません。 

 なお、令和６年度振り返りシートの活用を希望される地区がありましたらシートを提供いたしま

すので、地域支援チームリーダー又はサブリーダーまでご相談ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【担当】金沢区福祉保健課   和泉、中島、水野 

TEL 788-7824 

金沢区社会福祉協議会 江本、村上、安田 

TEL 788-6080 

 

区 連 会 資 料 

令 和 ７ 年 １ 月 2 0 日 

金 沢 区 福 祉 保 健 課 

金 沢 区 社 会 福 祉 協 議 会 



GREEN×EXPO 2027の開催に向けた取組状況について

別紙2ファイル参照
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特別市の実現に向けた機運醸成の取組について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  横浜市にふさわしい大都市制度「特別市」の早期法制化の実現に向けて機運を醸成

していくための取組にご協力いただきありがとうございます。現在の取組状況と今後

の取組について、ご説明させていただきます。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

シンポジウムにお誘いあわせの上ご参加ください。「特別市」に興味のあ

る方、よく知りたいという方のご参加をお待ちしています。 

 

３ 特別市に関する地域説明会 

区連会の皆様にご協力いただき、各区で順次開催している特別市に関する地域説明

会は、これまでに 11 区で開催しました。３月までに全 18 区で開催する予定です。 

 

＜開催状況＞                   令和６年 12 月末時点 

 開催日 開催区   開催日 開催区 

１ ８月 28 日 泉 区  ７ 12 月 12 日 戸塚区 

２ 11 月５日 緑 区  ８ 12 月 13 日 西 区 

３ 11 月７日 保土ケ谷区  ９ 12 月 16 日 南 区 

４ 11 月 27 日 中 区  10 12 月 17 日 鶴見区 

５ 12 月４日 神奈川区  11 12 月 25 日 磯子区 

６ 12 月９日 港北区 

 

＜内  容＞ ○「横浜市が目指す特別市とは」(説明者：山中 竹春 横浜市長) 

        ○ 意見交換・その他 

  

市 連 会 １ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ７ 年 １ 月 １ ０ 日 

政策経営局大都市制度推進本部室 
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４ 国に対する働きかけの状況 

 (1) 横浜市の取組 

   国の令和７年度予算編成が終盤を迎えつつある時機をとらえ、国の予算の確保等

を図るため、「国の制度及び予算に関する提案・要望書」を取りまとめました。 

   11 月 21 日に、古川直季 総務大臣政務官に対し、特別市の早期法制化の実現に関

する要望を行いました。 

 

 

 (2) 指定都市市長会の取組 

   11 月 18 日に、指定都市市長会「多様な大都市制度実現プロジェクト」を開催し、

同日の指定都市市長会議において、「人口減少時代を見据えた多様な大都市制度の

早期実現に関する提言（素案）」を採択しました。 

   11 月 19 日に、久元 喜造 神戸市長（会長）・福田 紀彦 川崎市長（プロジェクト

担当市長）から村上 誠一郎 総務大臣に「次期地方制度調査会における調査審議に

関する指定都市市長会要請」を行うとともに、提言（素案）についても説明しまし

た。 

 

 (3) 国における動き 

   特別市などの大都市に関する制度等に関し、具体的な課題の整理及び対応の方策

について議論を行うため、学識者などで構成される「大都市における行政課題への

対応に関するワーキンググループ」が総務省に設置され、昨年 12 月 16 日に第１回

の会合が開催されました。 

  

（左から）山中横浜市長、古川総務大臣政務官 
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深まった

38.0%

ある程度

深まった

52.5%

あまり深ま

らなかった

9.5%

５ 「特別市」シンポジウムの開催結果 

特別市の必要性や、特別市の実現による効果などについて分かりやすくお知らせす

るため、広く市民の皆様を対象としたシンポジウムを開催しました。 

 

  ＜開催概要＞ 

   日 時：令和６年 11 月 23 日（土）14 時～16 時 

   会 場：港南区民文化センター ひまわりの郷 

   参加人数：240 人 

   内 容：  

 

 

 

 

 

  ＜アンケート結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜シンポジウムの様子＞ 

 

 

 

 

 

  

第１部 基調講演 辻󠄀 琢也 さん  （一橋大学教授） 

第２部 座談会 

山中 竹春     （横浜市長） 

原 日出子 さん（俳優） 

辻󠄀 琢也 さん （一橋大学教授） 

 

深まった・ある程度深まった 90.5％ 満足・やや満足 88.8％ 

【質問】シンポジウムに参加して、特別市制度

について理解が深まりましたか。 

【質問】シンポジウムについての 

満足度をお聞かせください。 

基調講演 座談会 

満足

47.0%
やや満足

41.8%

やや不満

9.0%

不満

2.2%
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６ 指定都市市長会シンポジウム 

  指定都市市長会との共催により、新たな大都市制度について分かりやすくお伝えす

るため、広く市民の皆様を対象にシンポジウムを開催します。 

 

 (1) 開催概要 

   日時：令和７年３月８日（土）14 時開始（13 時 30 分開場） 

   会場：戸塚区民文化センター さくらプラザ ホール 

   定員：300 人（参加費無料）※申込者多数の場合は抽選 

 

(2) その他 

   今月の各区の区連会において、ご案内させていただくとともに、配送ルートによ

り、各単位町内会長宛てにチラシ兼 FAX 申込書を送付させていただきます。 

 

 

【シンポジウム担当】 

 政策経営局制度企画課 山口・鈴木 

  〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 

  TEL:045-671-2952  FAX：045-663-6561 

  E メール：ss-seidokikaku@city.yokohama.lg.jp 







〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

□  携帯電話等の迷惑メール対策機能を活用する！
□  事業者の公式サイトでフィッシングに関する 

情報がないか確認する！
□   個人情報を入力してしまったら、すぐにクレジット 

カード会社等に連絡する！

✓
✓

✓

トラブル防止のポイント

消 情費 報生 活

くくららししナビナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター
“お互いに 一声かけて見守りを！”

月次相談リポート

ＵＲＬのクリック、ちょっと待って！ＵＲＬのクリック、ちょっと待って！
そのメールやＳＭＳそのメールやＳＭＳ※※は本物ですか？は本物ですか？

令和７（2025）年 ２月号

　宅配事業者名で「再配達の手続はこちらへ」とメールが届いた。
本物のメールだと思い、記載のURLをクリックし、クレジットカード
番号などを入力した。その後、7万円の覚えのない請求が届いた。
 （相談者：70歳代 男性）

　宅配事業者、クレジットカード会社、通販サイトなどの実在する
組織をかたり、ID、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報
をだまし取る"フィッシング"が多発しています。
　メールやSMS※に記載されたURLは安易にクリックせず、
公式サイトやアプリからアクセスしましょう。
※ＳＭＳ：ショートメッセージサービス
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